
舞 監 第 17 号

平成30年8月29日

　舞鶴市議会議長　上野　修身　様

舞鶴市監査委員 　　尾関　善之

舞鶴市監査委員 　　瀬野　淳郎

１

２ 方　　法

３ 結　　果

（１）計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。

（２）事務処理及び手続きについては、適正であると認められた。

４ 各事業の収益費用の状況（下記のとおり）

企　業　別 収　　益 費　　用 差　引　額

水　道　事　業 116,666,474 90,556,037 26,110,437

下 水 道 事 業 1,559,763,750 221,438,471 1,338,325,279

病　院　事　業 77,306,596 53,515,668 23,790,928

企　業　別 収　　益 費　　用 差　引　額

水　道　事　業 241,380,520 196,552,569 44,827,951

下 水 道 事 業 1,648,338,722 478,984,051 1,169,354,671

病　院　事　業 142,793,405 115,273,047 27,520,358

（平成30年4月30日現在、単位：円）

（平成30年5月31日現在、単位：円）

例月出納検査結果報告（平成30年度4月分及び5月分）

　地方自治法第235条の2第1項の規定により、平成30年度4月分及び5月分の出納検査を

実施したので、同条第3項の規定によりその検査結果を提出する。

記

対象及び期日　 

　平成30年7月31日（水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計）

　検査は、各企業会計の総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証票及び試算
表並びに出納取扱金融機関の預金残高証明書により計数を照合する等の方法によっ
て、現金の出納、保管を主眼において実施した。


